
   太田市樹木粉砕機貸出要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、市内における森林、里山等の保全整備を推進することを目的として、

市が所有する樹木粉砕機の貸出しを行うことに関し必要な事項を定めるものとする。 

 （貸出対象） 

第２条 樹木粉砕機の貸出しは、行政区ごとの住民自治組織（以下「行政区」という。）を

対象として行うものとする。 

 （貸出の予約） 

第３条 行政区の代表者（以下「区長」という。）は、樹木粉砕機の貸出しを受けようとす

るときは、貸出しを受けようとする期間の初日の１４日前までに、太田市農政部農業政

策課へ電話等により、貸出しの予約をしなければならない。 

２ 市長は、前項の予約があったときは、樹木粉砕機予約受付簿（様式第１号）に記録す

るものとする。 

 （貸出手続） 

第４条 前条第１項の予約をした区長は、樹木粉砕機の貸出しを受けようとする期間の初

日までに、樹木粉砕機借用申請書（様式第２号）に次に掲げる書類を添付し、これを市

長に提出しなければならない。 

 ⑴ 森林、里山等の保全整備を実施する箇所の位置図 

 ⑵ 貸出しを受けた樹木粉砕機を保管する予定の場所の位置図 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認

めるときは、当該申請をした区長に対し貸出条件を付した上で樹木粉砕機貸出証（様式

第３号）を交付し、樹木粉砕機の貸出しを行うものとする。 

 （貸出期間） 

第５条 樹木粉砕機の貸出期間は、１０日以内とする。ただし、貸出期間の終了日となる

べき日が太田市の休日を定める条例（平成１７年太田市条例第２号）に規定する休日（以

下「休日」という。）に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日

までの期間を貸出期間とする。 

 （費用負担） 

第６条 樹木粉砕機の貸出料は、無料とする。 

 （使用管理及び管理記録） 

第７条 樹木粉砕機の貸出しを受けた区長（以下「利用者」という。）は、善良な管理者の

注意義務をもって適正に当該樹木粉砕機の使用管理を行わなければならない。 

２ 利用者は、樹木粉砕機の使用前及び使用後において動作点検を行い、その結果及び使



用実績について樹木粉砕機使用日誌（様式第４号）に記載しなければならない。 

 （利用者の遵守事項） 

第８条 利用者は、樹木粉砕機の使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければな

らない。 

⑴ 樹木粉砕機を転貸しないこと。 

⑵ 樹木粉砕機の処理能力を超えた使用をしないこと。 

⑶ 作業音、粉砕物の散乱等による周辺環境への影響を十分配慮して使用すること。 

⑷ 竹又は樹木の粉砕以外には使用しないこと。 

⑸ 樹木粉砕機を使用する場合は、耳栓、ヘルメット、ゴーグル、手袋、保護服等を着

用するなど、安全対策を徹底すること。 

⑹ 樹木粉砕機に異常が認められる場合は、直ちに使用を中止し、市長に報告するとと

もに、その指示に従うこと。 

（返却） 

第９条 利用者は、樹木粉砕機を返却しようとするときは、市長との協議を経た方法によ

り返却するものとする。この場合において、利用者は、樹木粉砕機使用実績報告書（様

式第５号）に次に掲げる書類を添付して、これを市長に提出し、担当職員の確認を受け

なければならない。 

⑴ 樹木粉砕機使用日誌 

⑵ 森林、里山等の保全整備を実施した箇所の作業前及び作業後の写真 

２ 市長は、次のいずれかに該当するときは、貸出期間にかかわらず、樹木粉砕機を返却

させることができる。 

⑴ この要綱に定める事項に違反したとき。 

⑵ 樹木粉砕機の管理上支障があると認めたとき。 

⑶ その他市長が返却させる必要があると認めたとき。 

（事故の報告） 

第１０条 利用者は、貸出しを受けた樹木粉砕機の使用又は運搬の際に当該樹木粉砕機の

毀損又は亡失、第三者に損害を与える等の事故が発生したときは、直ちに樹木粉砕機使

用事故報告書（様式第６号）に次に掲げる書類を添付し、これを市長に提出しなければ

ならない。 

⑴ 事故発生時の配置図 

⑵ 事故発生時の写真 

（弁償等） 

第１１条 樹木粉砕機の貸出しを受けた行政区は、前条の事故が発生したときは、自らの



責任において原状に回復し、又は第三者に与えた損害を賠償しなければならない。 

 （その他） 

第１２条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和４年２月７日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和７年１０月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第３条関係） 

樹木粉砕機予約受付簿 

 

 

Ｎｏ. 
貸出年月日 

返却年月日 
行政区名 

代表者名 

連絡先 
利用場所 

１ 
自  年  月  日 

至  年  月  日 

   

２ 
自  年  月  日 

至  年  月  日 

   

３ 
自  年  月  日 

至  年  月  日 

   

４ 
自  年  月  日 

至  年  月  日 

   

５ 
自  年  月  日 

至  年  月  日 

   

６ 
自  年  月  日 

至  年  月  日 

   

７ 
自  年  月  日 

至  年  月  日 

   

８ 
自  年  月  日 

至  年  月  日 

   

９ 
自  年  月  日 

至  年  月  日 

   

１０ 
自  年  月  日 

至  年  月  日 

   

１１ 
自  年  月  日 

至  年  月  日 

   

１２ 
自  年  月  日 

至  年  月  日 

   

 

 



様式第２号（第４条関係） 

年  月  日 

樹木粉砕機借用申請書 

（宛先）太田市長 

行政区名          

申請者 代表者名         

                              電話番号                

 

樹木粉砕機を借用したいので、太田市樹木粉砕機貸出要綱第４条の規定により次のとおり申請します。 

 

使用機種    大型樹木粉砕機（GS283D）  ・  小型樹木粉砕機（GS102GH） 

使用目的 □竹林整備  □竹林以外の森林整備  □その他（        ） 

使用期間 
自      年    月    日（   ） 

至      年    月    日（   ）  （    日間） 

実施箇所  

保管場所 
 

誓約事項 借用に当たっては、太田市樹木粉砕機貸出要綱の規定を遵守いたします。 

使用責任者 

（申請者と同じ場

合は、記載不要） 

住所 

氏名 

電話 

添付書類  ①実施箇所位置図  ②保管場所位置図 

 

※市使用欄 

確認日    年  月  日 

課長 係長 担当 係 

    



 

様式第３号（第４条関係） 

年  月  日 

樹木粉砕機貸出証 

  様 

                                       太田市長   

 

  年  月  日付けで申請のありました樹木粉砕機について下記のとおり貸し出します。使用に

当たっては、貸出条件を遵守してください。 

 

記 

 

１ 貸出期間  自  年  月  日   ～  至   年  月  日 （    日間） 

２ 留意事項  作業に当たっては、保険加入を推奨いたします。 

３ 貸出条件  １）作業を行う者は、市が実施する操作講習会を受講すること。 

２）樹木粉砕機を転貸しないこと。 

３）樹木粉砕機の処理能力を超えた使用をしないこと。 

４）作業は２人以上で行い、単独では行わないこと。 

５）作業音、粉砕物の散乱による周辺住環境への影響を十分配慮して使用すること。 

６）竹又は樹木の粉砕以外には使用しないこと。 

７）樹木粉砕機を利用する場合は、耳栓、ヘルメット、ゴーグル、手袋、保護服等 

を着用するなど、安全対策を徹底すること。 

８）樹木粉砕機に異常が認められる場合は、直ちに利用を中止し、市に報告すると 

ともに、その指示に従うこと。 

９）樹木粉砕機の負担を考慮し、１日５時間以上の運転を行わないこと。 

１０）毎回作業前点検、終了後の点検を行い、樹木粉砕機使用日誌（様式第４号） 

に作業状況と合わせ記録すること。 

１１）故障等の異常が認められたとき又は損傷や事故が発生したときは、直ちに作 

業を中止し、太田市農政部農業政策課へ報告して指示を受けること。 

１２）樹木粉砕機の使用又は運搬の際に、第三者に損害を与えた場合は、全て申請 

者の負担及び責任において処理すること。 

１３）返却時に樹木粉砕機使用実績報告書（様式第５号）及び樹木粉砕機使用日誌 

を提出すること。 



様式第４号（第７条関係） 

樹木粉砕機使用日誌 

                                                                                                    行政区名              

使用

日 

使用 

場所 

実施数量 

（本数、面積、チ

ップの重さ等） 

メーター 

数値 

作業 

人数 

点検結果 

使用責任者 点検箇所 内容 

確認（〇×） 

使用

前 

使用

後 

   使用前 

ｈ 

人  

本体部分 傷や変形がないか   

動力装置 エンジンは正常か   

使用後 

ｈ 

粉砕装置 粉砕装置は正常か   

安全装置 非常停止装置は正常か   

使用時間 

ｈ 

走行装置 走行装置は正常か   

清掃 使用後実施をしたか ―  

   使用前 

ｈ 

人  

本体部分 傷や変形がないか   

動力装置 エンジンは正常か   

使用後 

ｈ 

粉砕装置 粉砕装置は正常か   

安全装置 非常停止装置は正常か   

使用時間 

ｈ 

走行装置 走行装置は正常か   

清掃 使用後実施をしたか ―  

 ※使用前及び使用後の点検を行ってください。作業日数により、用紙を複写して使用してください。 



様式第５号（第９条関係） 

年  月  日 

樹木粉砕機使用実績報告書 

（宛先）太田市長 

行政区名        

  代表者名        

                                電話番号         

 

樹木粉砕機の使用実績について、太田市樹木粉砕機貸出要綱第９条の規定により、次のとおり報告

します。 

 

使用期間 
自      年    月    日（   ） 

至      年    月    日（   ）  （    日間） 

粉砕した竹木 

の処理方法 

□散布   □田畑の肥料       

□敷材   □ゴミとして搬出   □その他（          ）   

参加人数 延べ        人 使用時間 延べ       時間 

実施数量 

（本数、面積、

チップの重さ

等） 

 

その他  

添付書類  ①樹木粉砕機使用日誌  ②実施箇所の作業前及び作業後等の写真 

 

※市使用欄 

返却確認日      年    月    日 

返却時点検 □異常なし  □異常あり（                      ） 

 課長 係長 担当 係 

    



様式第６号（第１０条関係） 

年  月  日 

樹木粉砕機使用事故報告書 

（宛先）太田市長 

行政区名          

  代表者名          

                                電話番号          

 

借用した樹木粉砕機について、事故が発生しましたので、下記のとおり報告します。 

 

 記 

 

事故発生日    年    月    日（   ）    時     分頃 

事故発生場所   

事故の経過  

樹木粉砕機の

毀損状況 
 

※添付書類  ①事故発生時の配置図  ②事故発生時の写真 

※事故発生後、直ちに提出してください。 

（太田市農政部農業政策課確認年月日）     年     月     日 


